
小嶋税務会計事務所

令和 4 年 4 月 1 日に成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。この法改正に伴

い、税務上どのような影響があるのでしょうか？

解説

１． 影響を与える項目

暦年贈与の税率 特例贈与（受贈者が父母や祖父母から受け取る贈与）の場合、18 歳

以上の受贈者であれば適用可能

未成年者控除 相続人が未成年者の場合18歳になるまでの年数1年につき10万円

を相続税額から控除

相続時精算課税 受贈者が 18 歳以上の子や孫であれば適用可能

住宅取得資金の贈

与の特例

受贈者が 18 歳以上の子や孫であれば適用可能

結婚子育て資金の

贈与

受贈者が 18 歳以上 50 歳未満の子や孫であれば適用可能

事業承継税制 後継者が 18 歳以上であれば適用可能

遺産分割協議 相続人等が 18 歳以上であれば遺産分割協議への参加が可能

２． すでに 18 歳以上 20 歳未満の場合

令和 4 年 4 月 1 日時点で 18 歳以上 20 歳未満の方は 4 月 1 日に成年に達することとな

ります。

要するに…
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成年年齢が 18 歳になる場合の税務上の影響

令和 4 年 4 月 1 日から成年年齢が引下げられ、様々な影響があります。もちろん税務上の

だけではなく、いろいろな場面で影響が出ますので、一つずつ慎重に対応していくことが肝
心です。

成年年齢の引き下げに伴い、税務上様々な影響があります。


